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 （目的） 

第１条 この内規は、公立大学法人福知山公立大学メディアセンター利用内規第 20 条第に基

づき、ミニシアター、情報集約実習室の視聴覚設備（以下「設備」という）の利用に関する

必要な事項を定めるものとする。 

 （利用目的） 

第２条 設備は、教育又は研究等の目的に利用するものとする。 

 （利用資格） 

第３条 設備を利用できる者は、次のとおりとする。 

(１) 本学の職員及びこれに準ずる者 

(２) 本学の学生並びにこれに準ずる者 

(３) その他メディアセンター長が許可した者 

 （利用申請） 

第４条 設備を利用しようとする者は、所定の「利用申請書」をカウンターに提出し、その許

可を受けなければならない。 

２ 利用後は、機器を使用前の状態に戻し、資料は速やかにカウンターに返却しなければなら

ない。 

３ ミニシアターの利用は、原則として 3名以上で行う。 

 （利用許可） 

第５条 この設備の利用許可は、原則として申込み順による。利用できる資料は、メディアセ

ンターに所蔵しているものに限る。ただし、メディアセンター長が認めたときは、この限り

ではない。 

２ ミニシアターの利用は、その目的を審議し、内容により許可しない場合がある。 

（利用料及び減免） 

第６条 前条の許可を受けた者が利用する際の利用料及びその減免については、公立大学法人

福知山公立大学施設貸付規程の定めによる。 

 （利用時間） 

第７条 この設備の利用時間は、使用ソフト 1回当りの時間の範囲内とする。ただし、メディ

アセンター長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

 （遵守事項） 

第８条 利用者は、次の事項を守らなければならない。 

(１) 設備の利用は、使用説明書に従い十分に注意しなければならない。 

（２）公序良俗に反する行為若しくはその恐れがある行為等はしてはならない。 

２ 事故が生じた場合は、直ちにメディアセンター長にその旨を届け出なければならない。 
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（利用の取消、停止等） 

第９条 メディアセンターの諸規程、もしくはメディアセンター長及びメディアセンター職員

の指示に従わなかった者に対しては設備の利用を停止することがある。 

 （規程の改廃） 

第 10条 この内規の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

附 則 

この内規は、平成 28年 4月 1日から施行する。」 

附 則 

この内規は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

 

 


